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石綿とその使用建材等の種類

石綿の種類

※大気汚染防止法では、石綿をその重量の0.1％を超えて含有するものが規制対象。

石綿が使用されている建材

白石綿(クリソタイル) 青石綿(クロシドライト) 茶石綿(アモサイト)

吹付け材 保温材 スレート波板 ケイ酸カルシウム板第一種 ビニル床タイル

1.石綿に関する基礎知識

レベル１ レベル2 レベル3 レベル3 レベル3



石綿に関する関係法令

法規 法規所管 いつ 目的

建築基準法 国土交通省 把握、管理、
解体と除去

建築物に関する基準を定め、国民の
生命、健康及び財産の保護

労働安全衛生法石綿障
害予防規則

厚生労働省 解体と除去 労働者の安全と健康を確保、快適な
職場環境の形成

大気汚染防止法 環境省 解体と除去 大気の汚染に関し、国民の健康を保
護、生活環境を保全

建設リサイクル法 国土交通省 解体と除去 資源の有効利用を確保し、生活環境
の保全及び国民経済の健全な発展に
寄与

廃棄物処理法 環境省 保管と廃棄 生活環境の保全及び
公衆衛生の向上

1.石綿に関する基礎知識
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作業前のフロー

届出対象石綿含有建材 届出対象外石綿含有建材 石綿不使用

事前調査結果の発注者への説明、記録の作成（法第18条の15）

作業計画作成（法施行規則第16条の4）

下請負人への説明（法第18条の16, 22）

石綿事前調査結果報告システムによる報告（法第18条の15）

事前調査の実施

事前調査結果の掲示、写しを現場へ据え置き（法第18条の15）

作業の開始届出
（法※１第18条の17もしくは市条例※2第92条）

2.作業開始前について

※1 大気汚染防止法
※2 横浜市生活環境の保全等に関する条例

元請負人の責務発注者の責務



事前調査について①

建築物・工作物の解体・改造補修工事を行う場合は石綿の

使用状況について事前に調査を行う必要がある。
（大気汚染防止法第18条の15、横浜市生活環境の保全等に関する条例第92条の2ほか）

・事前調査の対象
原則全ての建築物、工作物の解体、補修等工事を行う際に実施すること

・事前調査結果報告（令和４年４月１日以降）

対象工事は、特定建築材料の有無に関わらず、事前調査結果を市に報告
建築物の解体：床面積合計が８０㎡以上
それ以外 ：請負代金の合計が１００万円以上

・調査方法の法定化

建築物の解体等工事：令和5年10月1日以降

工作物の解体等工事：令和8年1月1日以降 資格者等による調査が必要となる

・事前調査に関する記録の作成・保存

2.作業開始前について
元請負人の責務



※ 解体等の作業中新たに石綿が発見された場合、追加で調査を行う必要がある

書面調査及
び現地での
目視調査で
石綿含有の
有無が不明
な場合に分
析を行う。

事前調査について②

事前調査のフロー

書面調査及び現地での目視
調査は原則として実施する。

元請負人の責務



石綿除去等作業の開始届

※1 石綿含有セメント建材は成形板でかつ使用面積の合計が1000m2以上の場合に限る

※2「作業開始日」とはこれらの作業に必要な養生作業等の開始日を指す。

大気汚染防止法 市条例

届出対象
「レベル1」
吹付け石綿

「レベル２」
耐火被覆材・保温材・

断熱材

「レベル3」
石綿布・石綿含有セメント建材※１

作業対象 建築物、その他工作物

作業種類 解体、改造、補修

処理方法 除去、封じ込め、囲い込み

様式
特定粉じん排出等作業実施届出

（様式第３の５）
石綿排出作業開始届出

（細則第１９号様式）

提出期限 作業開始日※２の１４日前まで 作業開始日※２の７日前まで

届出者 発注者または自主施工者 発注者または自主施工者

2.作業開始前について
発注者の責務
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作業中のフロー

掲示板設置（法施行規則第16条の4）

作業基準遵守
（法施行規則別表第7） （市条例施行規則）

作業の記録（法施行規則第１６条の４）

石綿濃度測定（市条例第93条）

必要な知識を有する者による石綿の取り残しがないことの確認
（法施行規則第１６条の４）

届出対象石綿含有建材 届出対象外石綿含有建材 石綿不使用

3.作業中について
元請負人の責務発注者の責務



工事現場への掲示 3.作業中について

事前調査
結果

作業内容等の
お知らせ

掲示期間 工事期間中
作業開始３日前
から当該作業が
終了するまで

掲示サイズ JIS規格A3以上

掲示場所 周辺住民から見やすい場所

※右図は現場への掲示例

元請負人の責務



作業基準の順守

例）プラスチックシートによる作業場の隔離・養生、HEPAフィルタを付けた集
じん・排気装置による作業場及び前室内の負圧化、薬液等による湿潤化など

3.作業中について
元請負人の責務発注者の配慮事項

原形のまま取り外す作業 湿潤化 隔離養生内での作業

石綿含有建材が使用されている建築物等の解体、改造、補修する
際には、作業の種類ごとに遵守しなければならない

「作業基準」が定められている
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作業後のフロー

作業記録作成及び保存（法第18条の23）

作業結果を発注者に報告
（法第18条の23） （市条例第93条の2）

作業完了届出（市条例第94条）

事前調査の記録、発注者への説明書面（写し）の保存※3年間
（法第18条の15）

届出対象石綿含有建材 届出対象外石綿含有建材 石綿不使用

4.作業完了後について

作業記録、発注者への完了報告（写し）の保存※3年間
（法第18条の23）

石綿濃度測定などの保存※3年間 （市条例第93条）

元請負人の責務発注者の責務



石綿除去等作業の完了届

・横浜市条例により、石綿除去等作業完了後には完了届の提出が定められている

届出対象 開始届出の対象となる作業すべて

様式
石綿排出作業完了届出

（細則第２０号様式）

提出期限 作業完了※後３０日以内

届出者 開始時と同一の届出者

4.作業完了後について

※ 「作業完了」とは、除去等が終了し、養生等の撤去及び作業後の測定がすべて完了した状態を指す

発注者の責務
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発注者の責務・配慮事項等

責務
• 市へ作業開始・完了届の提出

配慮事項等

• 元請業者が適切な石綿飛散防止対

策を行えるように費用、工期や

施工方法に配慮

• 元請業者からの説明を受ける

• 事前調査のための適正な書面

提供等調査への協力

5.まとめ



元請業者の責務

事前調査に当たっては

• 事前調査の実施

• システムを利用した行政への報告

• 発注者への説明

• 調査結果記録の作成

5.まとめ

作業に当たっては

• 下請負人への説明

• 工事看板の掲示

• 作業・指導基準の遵守

• 作業記録の作成



石綿除去等作業について困ったときは・・・

【お問い合わせ窓口】

横浜市みどり環境局大気・音環境課大気担当

（市庁舎 27階 南側）

TEL:045-671-3843

メールアドレス:mk-taikikisei@city.yokohama.lg.jp

5.まとめ

mailto:ks-taikikisei@city.yokohama.jp
mailto:ks-taikikisei@city.yokohama.jp
mailto:ks-taikikisei@city.yokohama.jp

	スライド 0: 横浜市における アスベスト（石綿）除去工事について
	スライド 1: 目次
	スライド 2: 石綿とその使用建材等の種類
	スライド 3: 石綿に関する関係法令
	スライド 4: 目次
	スライド 5: 作業前のフロー
	スライド 6: 事前調査について①
	スライド 7: 事前調査について②
	スライド 8: 石綿除去等作業の開始届
	スライド 9: 目次
	スライド 10: 作業中のフロー
	スライド 11: 工事現場への掲示
	スライド 12: 作業基準の順守
	スライド 13: 目次
	スライド 14: 作業後のフロー
	スライド 15: 石綿除去等作業の完了届
	スライド 16: 目次
	スライド 17: 発注者の責務・配慮事項等
	スライド 18: 元請業者の責務
	スライド 19: 石綿除去等作業について困ったときは・・・

